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III　医療事故情報等分析作業の現況

【２】「グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔」（医療安全情報№３）について

（１）発生状況

医療安全情報№３（平成１９年２月提供）では、「グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔」（医療安全

情報掲載件数７件　集計期間：平成１６年１０月１日～平成１８年９月３０日）を取り上げた。グリ

セリン浣腸実施に伴う直腸穿孔に関する事例は、平成１６年に２件、平成１７年に２件、平成１８年

に３件、平成１９年に２件報告された。平成２１年１月～９月では２件報告され、そのうち、本報告

書分析対象期間（平成２１年７月～９月）に報告された事例は２件であった（図表Ⅲ - ３- ２）。

図表Ⅲ - ３- ２　「グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔」の報告件数
１～３月
（件）

４～６月
（件）

７～９月
（件）

１０～１２月
（件）

合計
（件）

平成１６年 ２ ２

平成１７年 ０ ２ ０ ０ ２

平成１８年 １ １ １ ０ ３

平成１９年 ０ １ １ ０ ２

平成２０年 ０ ０ ０ ０ ０

平成２１年 ０ ０ ２ ─ ２

図表Ⅲ - ３- ３　医療安全情報№３「グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔」
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グリセリン浣腸に伴い直腸穿孔などをきたした事例が7件報告されています（集計
期間：2004年10月1日～2006年9月30日、第3回、第5回および第7回報告書「共
有すべき医療事故情報」に掲載）。

報告事例7件のうち、
 立位前屈で実施した事例が6件あります。
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電話：03-5217-0252（直通） ＦＡＸ：03-5217-0253（直通）
http://jcqhc.or.jp/html/index.htm
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トイレにおいて、立位でグリセリン浣腸を施行した。その後、患者は軽度の腹
痛と肛門周囲からの出血があったため、内視鏡検査を実施した結果、直腸の
裂傷や穿孔とその周辺に凝血塊を認めた。また、損傷部位から血中に混入
したグリセリンに起因すると考えられる溶血および腎機能の低下を認めた。

事 例 1

胃癌手術の前処置のグリセリン浣腸を実施する際に、トイレにおいて前屈で
施行した。その後、患者は腟から透明液の排出と、排尿時に極少量の出血に
気付いた。予定通り手術を開始し、腹腔内検索を行ったところ、直腸に穿孔
を確認したことから人工肛門を造設した。

事 例 2

事例が発生した医療機関の取り組み

浣腸の実施は、左側臥位を基本とし慎重に行う。

グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業
の一環として、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨等の詳細については、
当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
 http://jcqhc.or.jp/html/accident.htm#med-safe
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。
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３　再発・類似事例の発生状況

（２）事例概要

本報告書分析対象期間に報告された事例概要を以下に示す。

事例１
患者は、検査前に予定されていた浣腸を実施するために看護師とともに車椅子でトイレに

行った。看護師は、患者に立位（前傾姿勢）でグリセリン浣腸を実施した。３０分後、患者は、

腹痛を軽度訴えた。ＣＴ検査実施により直腸穿孔がわかり、緊急手術を実施した。２００６年

に日本看護協会から緊急安全情報が発信され、それを受け看護部は会議を通じた周知やマニュ

アルに必要な内容を追加したが、個々のスタッフへの周知ができていなかった。

事例２
患者は、５ヶ月前に大腸内視鏡下粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）を実施していた。その後、下部

消化管内視鏡検査を実施することとなった。検査の前処置の下剤内服による処置では排便が不

十分であるため、看護師は、医師の指示のもと患者に左側臥位でグリセリン浣腸を実施した。

チューブを６～７cm 挿入すると抵抗感があったが、疼痛はなくグリセリン液を注入した。そ

の後、便中に血液混入を認め、患者は、気分不快と腰痛を訴え、血圧が低下した。内視鏡検査

を実施し直腸に粘膜欠損を認め、腹部ＣＴ実施により直腸穿孔がわかった。

（３）事例が発生した医療機関の改善策について

事例が発生した医療機関の改善策として、以下が報告されている。

１）浣腸実施時に行うべきこと

①　浣腸の実施は、左側臥位を基本とし慎重に行う。

２）教育や当該事例周知に関すること

①　立位による浣腸の危険性について周知する。

②　マニュアルの周知と徹底、定期的な検証を行う。

③ 　大腸内視鏡下粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）のグリセリン浣腸実施は禁忌とし、院内に周知

する。

④　浣腸に関する勉強会を実施する。



医療事故情報収集等事業 第 19 回報告書 （２００９年 7月～ 9月）

- 184 -

III　医療事故情報等分析作業の現況

（４）グリセリン浣腸実施時の体位に関する注意喚起

当事業で提供している医療安全情報の他、平成１８年２月に日本看護協会から「立位による浣腸実

施の事故報告」1）、平成１８年６月に神奈川県看護協会から「患者安全警報№６　安全なグリセリン浣

腸の実施について」2）のグリセリン浣腸実施時に関する注意喚起がなされている。また、平成１９年

に実施された第９６回看護師国家試験には、グリセリン浣腸実施時の危険な体位に関する問題が出題

されており、その回答を立位 3）としている。

《第９６回看護師国家試験　グリセリン浣腸実施時の体位に関する問題》

グリセリン浣腸時の体位で腸管穿孔の危険性が最も高いのはどれか。

１．立位

２．側臥位

３．仰臥位

４．シムス位

回答：１．立位

（５）まとめ

平成１９年２月に提供した医療安全情報では、事例が発生した医療機関の取り組みとして、浣腸の

実施は、左側臥位を基本とし慎重に行うことを掲載した。

その後、平成１９年に２件、平成２１年に２件、合計４件の類似事例の報告があり、類似事例の発

生が続いている。

本報告書分析対象期間内に報告された事例により、立位による浣腸の危険性を再認識させられる報

告であり、本稿の中でそれを紹介した。今後も、引き続き類似事例発生の動向に注目していく。
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